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３ 目標達成の確認結果                                

 

（１）廃棄物飛散流出防止対策 

ア 目標と判断基準、確認方法 

目  標 旧処分場から廃棄物が飛散流出するおそれがないこと。 
判断基準 廃棄物の飛散流出のおそれについては、廃棄物土がすべて 50cm 以上

覆土されていることおよび法面が崩壊のおそれのない安定した勾配で

あることが確認されれば目標が達成されたと判断する。 
確認方法 対策工事施工後の完了検査により確認する。 

 

  イ 対策状況 

   Ｐ22 に記載のとおり二次対策工事において覆土および法面整形を実施した。 
 
  ウ 確認結果 

令和３年２月に完了検査を行い、設計どおり適正に工事が施工され、廃棄物土がすべ

て 50cm 以上覆土されていることおよび法面が崩壊のおそれのない安定した勾配である

ことを確認しており、本目標については達成したものと判断できる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法面勾配の確認 
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（２）地下水汚染拡散防止対策  

ア 目標と判断基準、確認方法 

目  標 旧処分場に起因する下流地下水汚染原因となるおそれのある物質（塩

化ビニルモノマー＊、1,4-ジオキサン等）によって下流地下水が環境

基準を超過しないこと。  ＊：H29 年 4 月からクロロエチレンに名称変更 

判断基準 地下水への汚染拡散のおそれについては、旧処分場周縁の井戸の地下

水水質が２年以上連続して地下水環境基準を満足することが確認され

れば目標が達成されたと判断する。 

確認方法 目標達成に係る評価地点における地下水水質の年平均値が工事完了後

２年間環境基準を満足することを確認する。ただし、処分場が原因で

ない項目は除く。 

 

イ 対策状況 

Ｐ５～７、Ｐ12～16 に記載のとおり一次・二次対策工事において有害物の掘削除

去および地下水への汚染水流出防止のための遮水工事を行った。 
この効果を検証するため、地下水水質のモニタリング調査を継続実施した。なお、

本実施計画の目標達成状況の評価に用いる井戸について、専門家（アドバイザー／表

10）の意見を踏まえ、住民・栗東市・県で構成する旧ＲＤ最終処分場問題連絡協議会

（以下「連絡協議会」という。）で説明し、以下に示す図のとおり（地下水の旧処分

場の下流側）決定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ウ 確認結果 

     二次対策工事の着手（平成 25年 12 月）以降に地下水環境基準を超過したことのあ

る項目（クロロエチレン、1,4-ジオキサン、ひ素、ほう素）の調査結果は表７のとお

りであり、二次対策工事が終了した令和３年１月から令和４年 10月までの２年間に

わたり、年４回、計 8回調査した結果、No.3-1 地点のひ素を除き、２年連続して年

平均値が地下水環境基準を満足していることを確認した。 
その他の項目については表８のとおりであり、令和３年２月から令和４年 11 月ま

で一度も環境基準を超過していないことを確認した。 

     No.3-1 地点のひ素については、アドバイザーの意見等を踏まえて調査を実施し、

環境基準超過の原因は旧処分場に起因するものではなく自然由来と考えられるとの調

査結果をとりまとめ（資料１）、第 38 回連絡協議会(令和３年９月)に提出して説明を

行い、住民の理解を得た。 

以上のことから、本目標については達成したものと判断できる。   

〇 Ks3 層：２地点 

● Ks2 層：４地点 

   地下水の流向 

地下水評価井戸（６地点） 
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表８ 地下水水質モニタリング結果 

（対策工事着手以降に評価対象地点で環境基準を超過したことのある項目） 
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表９ 地下水水質モニタリング結果 

（前頁の４項目以外の項目 ※全て環境基準以下） 
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（３）硫化水素ガス対策 

ア 目標と判断基準、確認方法 

目  標 旧処分場に起因する臭気が、悪臭防止法および栗東市生活環境保全に

関する条例に定める基準を超過するおそれのないこと。 
判断基準 硫化水素ガスの悪臭発生のおそれについては、 

①廃棄物土がすべて 50cm 以上覆土されていること、法面が崩壊のお

それのない安定した勾配であること 
②嫌気状態を解消するため浸透水が廃棄物土層に滞留しない状態が概

ね保たれていること 
③旧処分場の敷地境界において硫化水素ガスに起因する臭気が悪臭防

止法および栗東市生活環境保全に関する条例に定める基準を満足し

ていること   ※ 硫化水素ガスの法令基準：0.02ppm 
が確認されれば目標が達成されたと判断する。 

確認方法 ①対策工事施工後の完了検査により確認する。 
②判定フローにより確認する。 
③敷地境界における硫化水素ガス濃度を分析し、法令に定める基準を

満足しているか確認する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臭気（硫化水素ガス）に関する目標達成の確認方法のイメージ図 
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判定フロー図 

前頁イメージ図の硫化水素ガス発生条件のうち、対策工事の除去対象として
いる②～④が除去できているかを下のフロー図を用いて総合的に判断する。 

フローの判断方法（１） 
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イ 対策状況 

 ①③ Ｐ22 に記載のとおり二次対策工事において覆土および法面整形を実施した。 

   ②③ Ｐ18～21 に記載のとおり、二次対策工事において底面排水管工、浸透水貯留

槽工、浸透水揚水ピット工、水処理施設設置工を実施した。 

 

ウ 確認結果 

① 令和３年２月に完了検査を行い、設計どおり適正に工事が施工され、廃棄物土が

すべて 50cm 以上覆土されていることおよび法面が崩壊のおそれのない安定した勾

配であることを確認した。 
                        

 

 
② 二次対策工事において管理型処分場で採用される構造や維持管理方法を部分的に

取り入れたことにより、浸透水が概ね流動する状況となったことを確認した。 

また、浸透水水位や水質のモニタリングを行うとともに、過去の調査結果を解析

しながら地点ごとに浸透水の流動状況に関する分析を行い、地点によっては微生物

の活動や洗い出しの状況を分析した。この分析結果等をもとにフロー図により判定

した結果、硫化水素ガス発生条件が除去されていることを確認した。 
 
 

達 成 

フローの判断方法（２） 

達 成 
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フローに基づく判断（１） 

フローに基づく判断（２） 
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浸透水の水位変動の状況（フロー図①の判定結果） 

浸透水水位モニタリング地点 



- 44 - 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

場内深掘穴部分の地形 

フローに基づく判断（３） 
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Ｃ１地点における水位水質変動の状況 

フローに基づく判断結果 



- 46 - 
 

   ③ 敷地境界４地点で年４回大気ガスを採取（採取高は地上 0.5ｍ）して硫化水素ガ

ス濃度を分析した結果、硫化水素ガスは現在まで連続し全地点で不検出となってい

る。このほか、敷地境界付近の臭気に異常がないか週１回検知器を用いて確認を行

っており、現在まで不検出となっている。  

 

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

敷地境界ガス調査地点（４地点） 

総合判断の結果 

アドバイザーの意見 

達 成 

敷地境界ガス調査結果（年４回×２年間） 
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（４）まとめ 

前述の（１）から（３）の目標達成の確認結果について、令和４年１２月から令和５年１

月にアドバイザーに最終協議して同意を得た。また、アドバイザー協議を踏まえて、令和５

年２月から３月に連絡協議会や滋賀県議会、滋賀県環境審議会に説明し、特段の意見はなか

った。 
以上のことから、実施計画に掲げた目標は全て達成し、支障等は除去されたものと判断す

る。 
〇アドバイザーへの協議結果 

アドバイザー 内 容 

樋口委員(令和 5 年 1 月） 実施計画の目標達成についてはこれでいいと思います。 

梶山委員(令和 5 年 1 月） 実施計画の目標達成としてはこれでいいと思います。 

小野委員(令和 5 年 1 月） 実施計画の目標は達成ということでよい。 

大嶺委員(令和 4 年 12 月） 実施計画の目標達成については確認できているということでいいと思います。 

大東委員(令和 4 年 12 月） 実施計画の目標達成については達成ということで進めてよい。 

 

〇連絡協議会（地元住民）への説明結果 

  令和５年２月７日開催の第 44回連絡協議会において目標の達成状況の確認結果につい

て説明したところ、特段の意見はなかった。 
  なお、住民からは「残置廃棄物に起因する支障等が発生するおそれがあるため、今後も

モニタリング等を継続すべき」との強い要望があった。 
 

 
 
 
〇滋賀県議会への説明結果 

  令和５年３月８日開催の環境・農水常任委員会において目標の達成状況の確認結果につ

いて説明したところ、特段の意見はなかった。 
 

〇滋賀県環境審議会への説明結果 

  令和５年３月 24 日開催の滋賀県環境審議会廃棄物部会において目標の達成状況の確認

結果について説明したところ、特段の意見はなかった。 
 
 

第 44 回連絡協議会（令和５年２月） 
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４ 産廃特措法事業完了後も継続して実施する対策                    

 本事業では、硫化水素ガス等の臭気および周辺地下水の汚染による生活環境保全上の支障

等を除去するため、汚染された場内浸透水が地下水に拡散しないよう遮水するとともに、土

壌環境基準を超過した廃棄物土および廃油等が入ったドラム缶等の有害物を掘削除去し、そ

の他の廃棄物を残置したうえで、雨水による洗い出しと浸透水の揚水浄化（水処理）により

臭気の発生を防止する対策工法を採用した。 

 このため、産廃特措法事業完了後も水処理を継続しなければ、残置廃棄物に起因する臭気

によって支障等が再発するリスクがある。 

 また、場内浸透水および周辺地下水の水質は現在も変動を続けており、水質が急激に悪化

するリスクがある。 

 さらに、本事案の現場は住宅地に隣接しており、臭気や地下水の汚染が生じた場合には周

辺住民に危険が及ぶおそれが大きい。 

 これらのことから、水処理を継続し、臭気による支障等がない状況を維持するとともに、

場内の臭気・浸透水水質・沈下の状況、周辺地下水の水質等に係るモニタリングを継続し、

支障等が再発するリスクを適時適切に把握するとともに産廃特措法事業の効果が維持できて

いることを確認していく。 

また、構造物の機能・効果を今後も持続させるための定期的な点検による監視や維持管

理、行政代執行費用の求償、事案を総括して再発防止につなげるアーカイブ（記録誌）の作

成、県有地としている跡地の有効利用に向けた検討を進めるとともに、地域住民への説明・

協議を適時適切に行っていく。 

 

 

 

（１）水処理施設の運転管理 

  場内に浸透水が滞留して嫌気状態となって硫化水素ガス等を発生させないため、今後も

当面の間、浸透水を揚水して浄化し下水道に放流していくとともに、水処理施設を適切に

稼働させるための維持管理を行っていく。 
  なお、浸透水の水質については表 10のとおり比較的良好であることから、状況を見な

がら処理工程の見直しを積極的に進め、ランニングコストの縮小に努めていく。 
 
 
 
 
 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度以降

水処理施設の運転・維持管理

モニタリング

構造物の点検・監視・維持管理

行政代執行費用の求償

アーカイブの作成

住民協議、跡地利用検討
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表 10 最新の浸透水の処理前後の水質状況（水処理施設の原水槽、水質監視槽での数値） 

原水水質 処理水水質

令和4年11月29日 令和4年11月29日

カドミウム及びその化合物 （mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.01

シアン化合物 （mg/L) 0.1未満 0.1未満 0.1

有機リン化合物 （mg/L) 不検出 不検出 検出されないこと

鉛及びその化合物 （mg/L) 0.05未満 0.05未満 0.1

六価クロム化合物 （mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.05

ひ素及びその化合物 （mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.05

総水銀化合物 （mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.005

アルキル水銀化合物 （mg/L) 不検出 不検出 検出されないこと

ＰＣＢ （mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.003

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.3

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.1

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ （mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.2

四塩化炭素 （mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.02

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/L) 0.004未満 0.004未満 0.04

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/L) 0.02未満 0.02未満 1

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.4

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/L) 0.001未満 0.001未満 3

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.06

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ （mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.02

クロロエチレン （mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 ―

1,4-ジオキサン （mg/L) 0.009 0.008 0.5

ベンゼン （mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.1

セレン及びその化合物 （mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.1

ほう素及びその化合物 （mg/L) 0.6 0.6 10

ふっ素及びその化合物 （mg/L) 0.2 0.2未満 8

ダイオキシン類 （ｐg-TEQ/L) 0.011 0.0027 10

ｐＨ（水素イオン濃度） － 8.0 7.7 5.8以上8.6以下

ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量） （mg/L) 3 1 60

ＣＯＤ（化学的酸素要求量） （mg/L) 6.3 4.2 90

ＳＳ（浮遊物質量） （mg/L) 7.4 0.5未満 60

電気伝導度 （ｍS/ｍ） 99.3 98.8 ―

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量
（鉱油類含有量）

（mg/L) 0.5未満 0.5未満 5

（動植物油脂類含有量） （mg/L) 0.5未満 0.5未満 30（日平均20）

フェノール類含有量 （mg/L) 0.1未満 0.1未満 5（日平均1）

銅及びその化合物 （mg/L) 0.01未満 0.01未満 3（日平均１）

亜鉛及びその化合物 （mg/L) 0.01 0.01未満 2（日平均1）

溶解性鉄及びその化合物 （mg/L) 0.10未満 0.10未満 10

溶解性マンガン及びその化合物 （mg/L) 0.10未満 0.10未満 10

クロム及びその化合物 （mg/L) 0.01未満 0.01未満 2（日平均0.1）

大腸菌群数 （個/cm
3
) 0 0 3000

アンチモン含有量 （mg/L) 0.01未満 0.01未満 日平均0.05

ニッケル含有量 （mg/L) 0.01未満 0.01未満 日平均1

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素、亜硝酸性窒素及び
硝酸性窒素含有量

（mg/L) 2.2 2.1 100

窒素含有量 （mg/L) 2.4 2.3 日平均60未満

リン含有量 （mg/L) 0.1 0.1未満 日平均8

水温 （℃） 16.1 14.6 45未満

沃素消費量 （mg/L) 2.8 1.3 220未満

外観（色調） － 微黄色 無色 ―

外観（濁り） － 微濁 透明 ―

臭気 － 異常なし 異常なし ―

※　計画処理水質超過なし。

項　目

有
　
　
害
　
　
物
　
　
質

そ
　
　
の
　
　
他

計画処理水質
（下水道排除基準と管理型
処分場排水基準の厳しい方）

単位
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水処理施設の管理状況 

（処理方式） 

 

取
水
・
導
水
設
備

原
水
貯
留
槽

凝
集
沈
殿
処
理

砂
ろ
過
処
理

活
性
炭
吸
着
処
理

処
理
水
槽
（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
）

放
流
水
槽

下
水
道
放
流

濃
縮

脱
水

ト
ラ
ッ
ク
搬
出

浸
透
水
ク
ッ
シ
ョ
ン
タ
ン
ク

凝
集
沈
殿
処
理

砂
ろ
過
処
理

活
性
炭
吸
着
処
理

処
理
水
槽
（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
）

既設浸透水処理施設の移設範囲

既存 
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（２）モニタリング 

  産廃特措法事業で行ってきた水質、臭気等のモニタリングを継続し、支障等が再発する

リスクを適時適切に把握するとともに事業の効果が維持できていることを確認していく。 

なお、モニタリングの規模は水質等の状況に応じて縮小を検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１１月 連絡協議会説明資料 
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（３）構造物の点検・監視・維持管理 

  対策の機能・効果を今後も持続させるため、二次対策工事において施工した構造物が適

切に機能しているか、職員および専門業者により定期的に点検を行って監視を継続すると

ともに、除草や排水路清掃、必要な補修工事等を実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下水採水作業 

敷地境界ガス調査 

モニタリング実施状況 

専門業者による定期点検の状況（令和４年２月実施） 

排水溝清掃 定点観測 
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（４）行政代執行費用の求償 

行政代執行に要した費用については、ＲＤ社、同社元代表取締役および同社元役員２名

に対し、これまでに約 83 億円の納付命令を発出し、差押え等により令和５年３月末まで

に 2,320 万円余を回収した。令和５年度以降も引き続き粘り強く財産調査や納付指導を

行い、収納の促進に努める。 

  なお、行政代執行については産廃特措法事業の完了（生活環境保全上の支障が除去され

たこと＝措置命令の目的を達成して旧ＲＤ社等に命じた措置が完了したこと）をもって終

了することとする。 

 

（５）アーカイブ（記録誌）の作成 

同様の事案の再発防止や廃棄物行政の一層の充実を図るため、令和７年度末の完成を目

途とし、本事案の総括や一連の対策の内容等をまとめたアーカイブの作成を進める。 

   

【アーカイブの構成】 

 

 

 

   廃棄物編  

  工事編  

 

 

（６）跡地の利用検討 

旧処分場跡地を平成 26 年に県有地として取得していることから、令和３年度に周辺自

治会、滋賀県、栗東市で構成する「旧ＲＤ最終処分場跡地利用協議会」を設置し、先行事

例等の情報共有を行っている。 

今後、対策工の有効性を確認し、また安全性を確保したうえで、周辺住民をはじめ県民

の意見を聴きながら、利活用のあり方を検討していく。 

天端除草作業 法面除草作業 

専門業者による維持管理業務の実施状況 

対策編 総括編 
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（７）地元住民への対応（旧ＲＤ最終処分場問題連絡協議会） 

  平成 25 年に設置した連絡協議会（地元自治会、県、市で構成）を定期的に開催し、ア

ドバイザー協議の結果を踏まえ、モニタリング結果や維持管理の状況、今後の取組等につ

いて説明して意見交換を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 43 回連絡協議会（令和４年１１月） ※年４回開催 

住民と知事との意見交換会（令和２年１２月） 

跡地利用に向けた取組（イメージ） 
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表 11 専門家（アドバイザー一覧） 

（敬称略、五十音順） 

氏 名 所 属 専門分野 

大嶺 聖 長崎大学大学院工学研究科教授 地盤工学 

小野 雄策  元日本工業大学教授 廃棄物処理工学 

梶山 正三  駒ヶ岳法律事務所 弁護士 環境科学 

大東 憲二 大同大学情報学部総合情報学科教授 地盤工学 

樋口 壯太郎 福岡大学名誉教授 廃棄物工学 

 ※平成 22 年度に県が設置した旧ＲＤ最終処分場有害物調査検討委員会(～平成 24 年度、委員長：樋口名誉教授)

の委員 

   

 

【以 上】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


